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福祉サービスに関すること

高齢者などが、日常生活で手助け（介護）が必要になったとき、あるいは家族が介護できなく
なったときは�‰�P�p�¢�§�	�~� 
ù�±�”�Ï�µをご利用ください。

市からの調査依頼を受けて、介護保険の新規の利用申請をされた方などのお宅を
訪問し、介護保険に必要な介護認定調査を行います。

●問合せ先　介護認定調査事務所　TEL 422-3100／婦中事務所　TEL 469-0780

介護認定調査事務所

●問合せ先　
　・登録申請は………市役所（長寿福祉課）　TEL 443-2062　または各行政サービスセンターへ
　・利用申込みは……市社協（福祉総務課）　TEL 422-6662

介護保険に必要な手続きや申請を、本人に代わって行います。また、ケアプランを作成するほ
か、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
※介護を受ける場合は、はじめに介護認定を受ける必要があります。

●問合せ先　TEL 422-3436

居宅介護支援富山

高齢者移送サービス

【内　容】・在宅サービス計画書（ケアプラン）・介護予防サービス支援計画書（ケアプラン）
　　　　　　の作成
　　　　　・介護保険の申請代行（要介護認定・要支援認定の申請書の作成）
　　　　　・認定調査（市から委託により申請者の認定調査を行います。）
　　　　　・モニタリング（サービス実施状況と利用者状況の把握）
　　　　　・給付管理表の作成
【営業日・営業時間】　月曜日〜金曜日　　8：30〜17：15（土・日・年末年始は休みです）

高齢者や障害のある方の外出を支援します。利用対象項目に該当し、市役所またはお住まいの地
域の行政サービスセンターに登録した方がご利用になれます。
�b�;�0	Å�ò�è市内に在宅のおおむね65歳以上の方で要介護１以上または身体障害者手帳1・2級、

療育手帳Ａの交付を受けた方で、次のいずれかに該当する方。
①日常的に車いすを利用している方
② 山間地にお住まいの65歳以上の高齢者世帯で、 

公共の交通機関等を利用することが困難な方。

◎�料金や運行時間など、
詳細については�
お問合せください。
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−−−暮らしの中で介護や支援が必要になったときは

　  障害のある方へ

●問合せ先・申込み先　TEL 422-3400

福祉バス運行事業

障害のある方が、レクリエーションや研修会などの社会活動に参
加できるよう、リフト付きの福祉バスを運行しています。
市内在住で障害者手帳等を交付された方10人以上の参加で、ご
利用いただけます。
※利用申し込みは、お電話のみで受け付けています。

●問合せ先・申込み先　TEL 422-2456

音訳・点訳で情報提供

視覚障害者への情報提供を目的に、音訳・点訳ボランティアによる『ふれあい
ネットワークとやま』、『月刊声のライブラリー』、『天声人語』、『広報とやま』
をテープやＣＤに録音し、毎月市内の視覚障害者に無料で発送しています。

共同作業所

障害のある方の自立促進と福祉向上を図ることを目的として、アミティ工房・ガラス工芸共同作
業所を運営しています。製品はさまざまな場所で販売し、売り上げの中から工賃を支払っていま
す。通所できるのは、市内在住で義務教育年齢を過ぎ、自分で身の回りのことができる方です。

●問合せ先：　
　富山市障害者福祉プラザ南館（蜷川15）
　ガラス工芸共同作業所　TEL 428-9511

ガラス製品の模様づけとアクセサリーづくり
◦グラス
◦花びん
◦ペーパーウエイト
◦写真立て　など

ガラス工芸共同作業所

●問合せ先：　
　富山市障害者福祉プラザ南館（蜷川15）
　アミティ工房　TEL 428-0380

籐細工やちりめん小物づくり
◦かご類
◦ストラップ
◦お手拭きタオル
◦正月飾り　など

アミティ工房


